
≪参考資料≫「公益財団法人全日本弓道連盟　審査規定」を抜粋してお知らせします。

本文は、公益財団法人全日本弓道連盟ホームページに掲載されています。

第３章 段 ・ 級  位 

（段・級位の資格基準） 

第 ８ 条 段・級位を受ける資格の基準は、次に掲げるとおりとする。 

四段 射形定まり、体配落着き、気息正しく、射術の運用法に適い、離れ鋭く、的中確実

の域に達した者 

参段 射形定まり、体配落着き、気息整って、射術の運用法に従い、矢飛び直く、的中や

や確実な者 

弐段 射型・体配共に整い、射術の運用に気力充実し、矢所の乱れぬ者 

初段 射型・体配型に適って、矢所の乱れぬ程度に達した者 

一級 射型・体配概ね正しいものと認められる者 

二級 修練の程度三級に比して著しく進歩を認められる者 

三級 射の基本動作及び弓矢の扱い方がやや整い、秩序ある指導の下に修練を経たと認め

られる者 

第４章 審 査 会 

（審査会の種別） 

第 ９ 条 審査会は全弓連が主催し、種別は、中央審査会、外国審査会、連合審査会及び

地方審査会とする。 

   ２ 全弓連は連合会及び地連と審査委託契約を結び、審査を主管させる。 

第７章 段・級位の審査及び選考 

（八段以下の段・級位の審査） 

第２１条 八段以下の段・級位の審査の方法は、次のとおりとする。 

(2) 六段より初段の段位は、行射の審査及び学科試験の総合成績により合否を決定する 

(3) 級位は、行射の審査の成績に応じて、一級より五級を与える 

(4) 「無指定」として受審した場合、行射の審査の成績及び学科試験の総合成績により、

初段又は級位を与える。ただし、初段は学科試験の合格を必要とする。 

 ２ 五段以下の行射審査の統一基準については別途定める。 

第８章 受審資格 

（受審資格） 

第２３条 

(3) 段位の審査 

現有の段位取得後、五段以下については５カ月を経過した者、六段以上は１年を経

過した者 
第９章 審査の手続 

（審査の申込手続） 

第２４条 受審者は、該当する審査会実施要項の定めるところにより申し込む。 

２ 受審者は、様式第２号または第３号の審査申込書に該当事項を記載し、審査料を添え

て、地連会長に提出する。 

３ 地連会長は、申込書の記載内容を確認し、以下の審査会については、審査料を添えて

審査申込書を提出する。 

中央審査会および外国審査会は全弓連事務局に、連合審査会は連合会又は主管地連事務

局に申し込む。 



審査規程内規




